
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　中心穴が形成されたディスクが載置されるターンテーブルを備えるロータアセンブリと
、該ロータアセンブリ上で軸方向に移動可能に保持されているとともに、前記ターンテー
ブルから離間する方向に付勢され、前記ターンテーブル上にディスクが載置されたときに
は前記中心穴の下側周縁に当接してディスクのセンター出しを行うディスク調芯部材と、
前記ターンテーブル上にディスクが載置されるときに前記中心穴の内周面に押されて内側
に退避するディスク押し付け部を具備し、
　前記ターンテーブル上にディスクを載置し終えたときには前記ディスク押し付け部が前
記中心穴の上側周縁を弾性をもって前記ターンテーブルに向けて押し付けるように前記ロ
ータアセンブリに構成されたディスク固定部材とを有
　

ことを特徴とするディスク回転駆動装置。
【請求項２】
請求項１において、前記ディスク固定部材は、

ことを特徴とするディスク回転駆動装置。
【請求項３】
　請求項１または２において、
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し、
前記ディスク固定部材は、前記ロータアセンブリの円筒部、あるいは円柱部に緩く嵌め

られたリング形状を有することにより、当該ロータアセンブリ上でラジアル方向のいずれ
の方向にも変位可能である

前記ディスク押し付け部を複数箇所に備え
るとともに、該複数箇所の各ディスク押し付け部を互いに独立して前記中心穴の上側周縁
に弾性をもって押し付ける弾性変形部を備える

前記ディスク調芯部材は、前記中心穴の下側周縁が当接す



ことを特徴とす
るディスク回転駆動装置。
【請求項４】
　 前記ディスク調芯部材は、前記中心穴の下側周縁が当接す
るテーパ部分からなる調芯部を 備えるリング形状を有していることを特徴
とするディスク回転駆動装置。
【請求項５】
　

ことを特徴とするディスク回転駆動装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、コンパクトディスクやデジタルビデオディスク等のディスクを回転駆動するた
めのディスク回転駆動装置に関し、特に、ディスクを回転駆動可能な状態に保持するため
のチャッキング機構に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
コンパクトディスク等のディスクを回転するためのディスク回転駆動装置は、例えば、特
開平３－１５７８５９号公報に開示されている。この公開公報に開示されているディスク
回転駆動装置は、モータと、このモータによってディスクを回転駆動可能な状態に保持す
るためのチャッキング機構とを備えた構成となっている。
【０００３】
このチャッキング機構では、図７（Ａ）に示すように、ディスクＤの中央穴Ｄ１をセンタ
リング３０に嵌めると、中央穴Ｄ１の内周部分３０３が鋼球３０１に当接して鋼球３０１
を内側に移動させる。その結果、鋼球３０１はゴム製のＯリング３０２を弾性変形させる
。そして、図７（Ｂ）に示すように、ディスクＤをターンテーブル３１Ａ上に載置し終え
ると、鋼球３０１は中央穴Ｄ１の上側周縁Ｄ１２に当接するので、Ｏリング３０２は、鋼
球３０１を介してディスクＤをモータの回転シャフト（図示せず。）に対してそのセンタ
ー位置を合わせるとともに、その形状復帰力によりディスクＤをターンテーブル３１Ａに
向けて押圧、支持することになる。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
　しかしながら、従来のチャッキング機構では、Ｏリング３０２によって押圧される鋼球
３０１によって、ディスクＤのセンター出し（調芯）と、ディスクＤのターンテーブル３
１Ａへの押圧、支持を行うので、Ｏリング３０２の が場所によって異なると、ディ
スクＤのセンター位置がずれたまま、ターンテーブル３１Ａ上に固定され、情報の再生、
記録ができなくなるという問題点がある。
【０００５】
本発明の課題は、上記のようなセンター位置のずれを解消して、ディスクのチャッキング
を常に適切に行うことのできるディスク回転駆動装置を提案することにある。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するために、本発明に係るディスク回転駆動装置では、中心穴が形成され
たディスクが載置されるターンテーブルを備えるロータアセンブリと、該ロータアセンブ
リ上で軸方向に移動可能に保持されているとともに、前記ターンテーブルから離間する方
向に付勢され、前記ターンテーブル上にディスクが載置されたときには前記中心穴の下側
周縁に当接してディスクのセンター出しを行うディスク調芯部材と、前記ターンテーブル
上にディスクが載置されるときに前記中心穴の内周面に押されて内側に退避するディスク
押し付け部を具備し、前記ターンテーブル上にディスクを載置し終えたときには前記ディ
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るテーパ部分からなる調芯部を複数箇所に備えるリング形状を有している

請求項１または２において、
全周にわたって

請求項３または４において、前記テーパ部分は、前記中心穴の下側周縁が当接する位置
から上端部分までの高さ寸法が、２枚の基板から構成されているディスクの厚さ寸法の１
／２以下である

弾性力



スク押し付け部が前記中心穴の上側周縁を弾性をもって前記ターンテーブルに向けて押し
付けるように前記ロータアセンブリに構成されたディスク固定部材とを有することを特徴
とする。
【０００７】
本発明に係るディスク回転駆動装置において、ディスクをターンテーブル上に下ろしてお
くと、ターンテーブルから離間する方向に付勢されているディスク調芯部材は、ディスク
の中央穴の下側周縁に当接し、ターンテーブルの側に沈み込みながらディスクのセンター
出しを行う。この間、ディスクの中央穴の内周面はディスク固定部材のディスク押し付け
部に当接するが、ディスク押し付け部は、ディスクの中央穴の内周面に押されて内側に引
っ込むので、ディスクをターンテーブル上に載置するのを妨げない。そして、ディスクを
ターンテーブル上に載置し終えたときには、ディスク押し付け部は、ディスクの中央穴の
上側周縁に弾性をもって当接し、ディスクをターンテーブル上に押し付け固定する。この
ように、ディスクはディスク調芯部材によってセンター出しが確実に行われ、かつ、ディ
スク固定部材によってターンテーブル上に確実に固定される。すなわち、ディスク調芯部
材は、ディスクのセンター出し、およびディスクのターンテーブル上への固定のうち、セ
ンター出しの方のみを担うので、センター出しに適した構造とすることができる。また、
ディスクの中央穴において上側周縁と下側周縁とがずれていても、ディスク調芯部材は、
ディスクの中央穴の下側周縁を基準にディスクのセンター出しを確実に行う。従って、貼
り合わせ基板で構成されたデジタルビデオディスクにおいて、貼り合わせた２枚の基板の
間で中央穴の位置がずれていても、ディスク調芯部材は、ターンテーブルの側に位置する
下側基板（ヘッドが配置されている側の基板）、すなわち、デジタルビデオディスクにお
いてピット情報が形成されている方の基板の中央穴の下側周縁を基準にディスクのセンタ
ー出しを行う。それ故、本発明を適用したディスク回転駆動装置のチャッキング機構では
、デジタルビデオディスクのターンテーブルの側とは反対側に位置する上側基板の中央穴
を基準にディスクのセンター出しを行う場合と違って、デジタルビデオディスクからの情
報再生、あるいは情報記録を確実に行うことができる。
【０００８】
　本発明において、前記ディスク固定部材は、前記ロータアセンブリの円筒部に緩く嵌め
られたリング形状を有することにより、当該ロータアセンブリ上でラジアル方向のいずれ
の方向にも変位可能 このように構成 デジタルビデオディスクを構
成する２枚の基板の間で中央穴の位置がずれていても、ディスク固定部材は、下側の基板
の中央穴を基準にディスク調芯部材によって正確にセンター出しされた状態にあるデジタ
ルビデオディスクの上側の基板の中央穴の位置に対応する位置まで自動的にずれる。それ
故、前記ディスク固定部材は、デジタルビデオディスクのセンター位置をずらすことなく
、デジタルビデオディスクをターンテーブル上に確実に固定する。
【０００９】
本発明において、前記ディスク固定部材は、前記ディスク押し付け部を複数箇所に備える
と共に、該複数箇所のディスク押し付け部を互いに独立して前記中心穴の上側周縁に弾性
をもって押し付ける弾性変形部を備えることが好ましい。このように、各ディスク押し付
け部が互いに独立して前記中心穴の上側周縁に弾性をもって押圧されていると、各ディス
ク押し付け部は、前記中心穴の上側周縁を均等な力で押圧するので、ディスク固定部材は
、ディスクをターンテーブル上に安定な状態に固定する。
【００１０】
また、前記ディスク調芯部材は、前記中心穴の下側周縁が当接するテーパ部分からなる調
芯部を全周にわたって備えるリング形状を有している場合もあり、この場合には、ディス
ク調芯部材の加工時間を短縮でき、製造コストを低減できる。
【００１１】
本発明において、前記ディスク調芯部材は、ディスクの下側周縁が当接するテーパ部分か
らなる調芯部を複数箇所に備えるリング形状を有していることが好ましい。このように構
成すると、中央穴の大きさがディスク毎に多少のバラツキがあっても、ディスク調芯部材
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にしてある。 したので、



は、ディスクを正確にセンター出しする。
【００１２】
　本発明において、前記テーパ部分は、前記中心穴の下側周縁が当接する位置から上端部
分までの高さ寸法が、 ディスクの厚さ寸法の１／２以下で
あることが好ましい。すなわち、デジタルビデオディスクを構成する２枚の基板は厚さが
略等しいので、テーパ部分は、デジタルビデオディスクの中心穴の下側周縁が当接する位
置から上端部分までの高さ寸法が下側の基板の厚さ寸法以下である。従って、デジタルビ
デオディスクを構成する２枚の基板の間で中央穴の位置がずれていても、テーパ部分の上
端部分は上側の基板に触れることがない。それ故、ディスク調芯部材は、デジタルビデオ
ディスクの姿勢を傾けることなく、下側の基板の中央穴を基準に正確にデジタルビデオデ
ィスクのセンター出しを行う。
【００１３】
【発明の実施の形態】
図面を参照して、本発明の実施の形態を説明する。
【００１４】
図１および図２（Ａ）はそれぞれ、本発明を適用したディスク回転駆動装置の平面図およ
び断面図である。
【００１５】
これらの図において、本形態のディスク回転駆動装置１は、コンパクトディスクやデジタ
ルビデオディスク等のディスクＤを回転駆動するためのものであり、モータ本体２と、デ
ィスクＤを当該モータ本体２により回転駆動可能な状態となるように保持するためのチャ
ッキング機構３とを有している。また、ディスクＤからの情報再生や情報記録を行うため
のヘッドＨは、ディスクＤの下方位置に配置されている。
【００１６】
モータ本体２は、例えば、ブラシレスモータであり、ステータアセンブリ４とロータアセ
ンブリ５を備えている。ステータアセンブリ４は、モータ基板４１と、モータ基板４１に
固定された軸受けホルダ４２と、軸受けホルダ４２の内周面に固定された円筒状のメタル
軸受け５１と、軸受けホルダ４２の外周面に同心状態に固着されたステータコア４３と、
ステータコア４３の突極に巻き付けたコイル巻線４４とを備えている。
【００１７】
ロータアセンブリ５の側は、メタル軸受５１を介して回転自在に支持された回転シャフト
５２と、回転シャフト５２と一体回転するように結合されたカップ状のロータケース５３
と、ロータケース５３の内周面に固着された環状のロータマグネット５４とを備えている
。回転シャフト５２の端部はスラスト軸受５５によって支持された状態にある。
【００１８】
次に、ディスクＤをチャッキングするためのチャッキング機構３の構成を説明する。チャ
ッキング機構３は、軸受けホルダ４２の上端部から上方に突出した回転シャフト５２の先
端部分に同心状態に固着した円盤状のターンテーブル３１と、ターンテーブル３１から上
方に突き出た円筒部３１０に嵌められたリング状のディスク固定部材３２と、回転シャフ
ト５２の先端側においてディスク固定部材３２をターンテーブル３１との間に挟んでディ
スク固定部材３２の軸線方向の移動を規制する蓋材３３と、ターンテーブル３１の上面側
に形成された周溝３００を利用して配置されたリング状のディスク調芯部材３４とが構成
されている。
【００１９】
ターンテーブル３１は、その中心部分に形成したシャフト孔３１１の周囲に厚肉の環状ボ
ス３１２が形成されており、この環状ボス３１２の外周にロータケース５３が固着されて
いる。また、ターンテーブル３１の上面側には円環状のディスク載置面３１２が形成され
、このディスク載置面３１２には、載置されたディスクＤの滑り止め用ラバー３１３が取
付けられている。
【００２０】

10

20

30

40

50

(4) JP 3791867 B2 2006.6.28

２枚の基板から構成されている



蓋材３３は、その中央部分で下方に向けて突出する円筒部３３０を備え、この円筒部３３
０がターンテーブル３１の円筒部３１０の内側に嵌められて、蓋材３３がターンテーブル
３１に固定された状態にある。
【００２１】
ディスク固定部材３２は、その中央部分にターンテーブル３１の円筒部３１０の外径寸法
よりも０．４ｍｍ程度大きな内径寸法の穴３２０を備えるリング状のホルダー３２１を備
えており、このホルダー３２１の穴３２０内にターンテーブル３１の円筒部３１０が緩く
嵌まっている。従って、ディスク固定部材３２は、ホルダー３２１の穴３２０の内径寸法
と、ターンテーブル３１の円筒部分３１０の外径寸法との差に相当する片側０．２ｍｍ分
だけは、ラジアル方向の全ての方向に向けてずれることが可能である。
【００２２】
図３にも示すように、ディスク固定部材３２は、ホルダー３２１内に、等角度間隔の３箇
所の各々の位置に金属製のディスク押し付け片３２３（ディスク押し付け部）と、これら
のディスク押し付け片３２３のいずれをもそれぞれ独立してターンテーブル３１の外周側
に付勢するコイルばね３２４（弾性変形部）とを備えている。ここで、ディスク押し付け
片３２３は、矢印Ａで示すように、ホルダー３２１内に引っ込む方向および所定の寸法だ
け突出する方向のいずれの方向にも移動可能である。但し、ホルダー３２１内には、コイ
ルばね３２４によって付勢されているディスク押し付け片３２３がこれ以上、外周側に飛
び出すことを防止するストッパー（図示せず。）が構成されているので、ディスク押し付
け片３２３は、先端部分３２５が、図２（Ａ）に示す程度だけ、蓋材３３の外周縁より突
出している状態より外周側に飛び出すことはない。ここで、ディスク押し付け片３２３の
先端部分３２５は、丸まった形状を有している。
【００２３】
再び、図１および図２（Ａ）において、ディスク調芯部材３４は、後述するように、ディ
スクをターンテーブル３１の上に載置したときにディスクを回転シャフト５２に対してセ
ンター出しするためのテーパ部分３４０（調芯部）を、等角度間隔の３箇所の各々の位置
に有するリングであり、その下半部分は、ターンテーブル３１の上面側に形成された周溝
３００内に緩く嵌められている。従って、ディスク調芯部材３４は、矢印Ｂで示すように
、ターンテーブル３１に対して接離する方向への移動が可能である。また、この周溝３０
０の底部分にはコイルばね３４１が配置されているため、ディスク調芯部材３４は、コイ
ルばね３４１によってターンテーブル３１から離間する方向に付勢された状態にある。但
し、調芯部材３４は、テーパ部分３４０の上端部分３４２が内側に突出しており、この突
出部分は、前記ディスク固定部材３２のホルダー３２１の上面部に当接している。従って
、ディスク調芯部材３４は、これ以上、回転シャフト５２の先端側に向かって突き出るこ
とはない。
【００２４】
このように構成したディスク回転駆動装置１において、中心穴Ｄ１が形成されたディスク
Ｄをターンテーブル３１上に下ろしておくと、ターンテーブル３１から離間する方向に付
勢されているディスク調芯部材３４は、ディスクＤの中央穴Ｄ１の下側周縁Ｄ１１に当接
し、図２（Ｂ）に示すように、ターンテーブル３１の側に沈み込みながらディスクＤのセ
ンター出しを行う。この間、ディスクＤの中央穴Ｄ１の内周面Ｄ１０はディスク押し付け
片３２３の先端部分３２５に当接するが、ディスク押し付け片３２３は、コイルばね３２
４によってターンテーブル３１の外周側に向けて付勢された状態にある。このため、ディ
スク押し付け片３２３は、ディスクＤの中央穴Ｄ１の内周面Ｄ１０に押されてコイルばね
３２４を圧縮させながらホルダー３２１の内側に引っ込む。そして、ディスクＤをターン
テーブル３１上に載置し終えたときには、ディスク押し付け片３２３は、ディスクＤの中
央穴Ｄ１の上側周縁Ｄ１２に弾性をもって当接し、ディスクＤをターンテーブル３１上に
押し付け固定する。このように、ディスクＤはディスク調芯部材３４によってセンター出
しが確実に行われ、かつ、ディスクＤはディスク固定部材３２によってターンテーブル３
１上に確実に固定される。すなわち、ディスク調芯部材３４は、ディスクＤのセンター出
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し、およびディスクＤのターンテーブル３１上での固定のうち、センター出しの方のみを
担うので、変形しない金属製あるいは合成樹脂製のテーパ付きリングで構成するなど、デ
ィスクＤのセンター出しに適した構造とすることができる。また、ディスクＤの中央穴Ｄ
１において上側周縁Ｄ１２と下側周縁Ｄ１１とがずれていても、ディスク調芯部材３４は
、ディスクＤの中央穴Ｄ１の下側周縁Ｄ１１を基準にディスクＤのセンター出しを確実に
行う。
【００２５】
また、図４（Ａ）に示すように、２枚の基板ＤＡ、ＤＢからなる貼り合わせ基板で構成さ
れたデジタルビデオディクＤを回転駆動する際に、貼り合わせた２枚の基板ＤＡ、ＤＢの
間で各中央穴ＤＡ１、ＤＢ１の位置が最大で０．１５ｍｍ位ずれていても、本形態のディ
スク回転駆動装置１のチャッキング機構３では、図４（Ｂ）に示すように、ディスク調芯
部材３４は、ターンテーブル３１の側に位置する下側の基板ＤＡ（デジタルビデオディス
クＤにおいてピット情報が形成されている方の基板ＤＡ）の中央穴ＤＡ１の下側周縁ＤＡ
１１を基準にディスクＤのセンター出しを正確に行う。それ故、本発明を適用したディス
ク回転駆動装置１のチャッキング機構３では、デジタルビデオディスクＤのターンテーブ
ル３１の側とは反対側に位置する上側の基板ＤＢの中央穴ＤＢ１を基準にディスクＤのセ
ンター出しを行う場合と違って、デジタルビデオディスクＤからの情報再生、あるいは情
報記録を確実に行うことができる。すなわち、デジタルビデオディスクＤにおいてピット
情報が基板ＤＡの方に形成されているにもかかわらず、図７（Ａ）、（Ｂ）を参照して説
明した従来のディスク回転駆動装置のチャッキング機構のように、上側の基板ＤＢの中央
穴ＤＢ１の上側周縁ＤＢ１２を基準にセンター出しすると、ピット情報を正確に再生、あ
るいは記録できないが、かかる不具合は、本形態のディスク回転駆動装置１のチャッキン
グ機構３によれば解消することができる。
【００２６】
また、ディスク固定部材３２は、ロータアセンブリ５のうち、ターンテーブル３１の円筒
部３１０に緩く嵌められたリング形状を有するので、ロータアセンブリ５上でラジアル方
向のいずれの方向にも変位可能である。従って、ディスク固定部材３２は、ディスク調芯
部材３４によって正確にセンター出しされたディスクＤの中央穴Ｄ１の位置に対応する最
適な位置に自動的にずれることになる。それ故、デジタルビデオディスクＤを仕掛けた場
合に、デジタルビデオディスクＤを構成する２枚の基板ＤＡ、ＤＢの間で中央穴ＤＡ１、
ＤＢ１の位置がずれていても、ディスク固定部材３２は、基板ＤＡの中央穴ＤＡ１を基準
にディスク調芯部材３４によって正確にセンター出しされた状態にあるデジタルビデオデ
ィスクＤの上側の基板ＤＢの中央穴ＤＢ１の位置に対応する位置まで、矢印Ｃで示すよう
に自動的にずれ、デジタルビデオディスクＤのセンター位置をずらすことなく、デジタル
ビデオディスクＤをターンテーブル３１上に確実に固定する。
【００２７】
さらに、ディスク固定部材３２は、ディスク押し付け片３２３を３箇所に備えているが、
これら３個のディスク押し付け片３２３は、互いに独立した３つのコイルばね３２４で付
勢されている。このため、各コイルばね３２４は、各ディスク押し付け片３２３を介して
均等な力でディスクＤをターンテーブル３１に向けて押し付けるように作用するので、デ
ィスクＤはターンテーブル３１上に安定な状態に固定される。
【００２８】
さらにまた、ディスク調芯部材３４は、ディスクＤの下側周縁Ｄ１１が当接するテーパ部
分３４０からなる調芯部を複数箇所に備えているので、中央穴Ｄ１の大きさがディスクＤ
毎に多少のバラツキがあっても、ディスク調芯部材３４は、ディスクＤを正確にセンター
出しする。
【００２９】
（他の実施の形態）
なお、ディスク固定部材３２をロータアセンブリ５上でラジアル方向のいずれの方向にも
変位可能とするにあたっては、ロータアセンブリ５のうち、たとえば、回転シャフト５２
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（円柱部）または蓋材３３の円筒部３３０に対して、リング状のディスク固定部材３２が
緩く嵌められた構成を採用してもよい。
【００３０】
また、図５（Ａ）、（Ｂ）に示すディスク回転駆動装置１のチャッキング機構３のように
、ディスク調芯部材３４の上端部分３４２がディスク押し付け片３２３の下端面に当接し
て、ディスク調芯部材３４が、これ以上、回転シャフト５２の先端側に向かって突き出る
ことがないように構成するなど、ディスク調芯部材３４の薄型化を図ることによって、調
芯部たるテーパ部分３４０については、図５（Ｃ）にテーパ部分３４０とディスクＤとの
当接部分を拡大して示すように、ディスクＤの中心穴Ｄ１の下側周縁Ｄ１１が当接する位
置Ｐから上端部分３４２までの高さ寸法ＴがディスクＤの厚さ寸法ｔの１／２以下となる
ように構成することが好ましい。すなわち、デジタルビデオディスクＤを構成する２枚の
基板ＤＡ、ＤＢは厚さが略等しいので、テーパ部分３４０は、中心穴Ｄ１の下側周縁Ｄ１
１が当接する位置Ｐから上端部分３４２までの高さ寸法Ｔが下側の基板ＤＢの厚さ寸法（
ｔ／２）以下であることが好ましい。このように構成すると、デジタルビデオディスクＤ
を構成する２枚の基板ＤＡ、ＤＢの間で中央穴ＤＡ１、ＤＢ１の位置がずれていても、テ
ーパ部分３４０の上端部分３４２は上側の基板ＤＢに触れることがない。それ故、ディス
ク調芯部材３２は、デジタルビデオディスクＤの姿勢を傾けることなく、下側の基板ＤＡ
の中央穴ＤＡ１を基準にデジタルビデオディスクＤのセンター出しを正確に行う。
【００３１】
なお、図５（Ａ）、（Ｂ）に示すディスク回転駆動装置１のその他の構成（ステータアセ
ンブリ４やロータアセンブリ５など）は、図２を参照して説明した構成と概ね一致するの
で、それらの説明を省略するが、ディスク調芯部材３４をターンテーブル３１から離間す
る方向に付勢するためにターンテーブル３１の周溝３００内に配置されるばねとしては、
板ばね３４１Ａや皿ばねなどを用いてもよい。
【００３２】
図６（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）はそれぞれ、本形態のディスク回転駆動装置に使用可能な各
種ディスク固定部材の斜視図である。
【００３３】
図６（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）に示すいずれのディスク固定部材も、図２に示すように、デ
ィスクＤをターンテーブル３１上に載置し終えたときには、ディスク押し付け片は、ディ
スクＤの中央穴Ｄ１の上側周縁Ｄ１２に弾性をもって当接し、ディスクＤをターンテーブ
ル３１上に押し付け固定可能である。
【００３４】
まず、図６（Ａ）に示すディスク固定部材３２Ａは、図２に示したロータアセンブリ５の
うち、ターンテーブル３１の円筒部３１０などに緩く嵌められるリング形状を有する。こ
のディスク固定部材３２Ａでは、金属製の本体部分３２１Ａから３方に張り出した爪を上
方に折り返し、さらに、内側に折り返すことによって、図２に示したディスク調芯部材３
２によって正確にセンター出しされたディスクＤの中央穴Ｄ１の上側周縁Ｄ１２に当接す
る３つのディスク押し付け部３２３Ａと、これら３つのディスク押し付け部３２３Ａを互
いに独立して外側に付勢する板ばね部３２４Ａ（弾性変形部）とを有する。
【００３５】
図６（Ｂ）に示すディスク固定部材３２Ｂは、図２に示したロータアセンブリ５のうち、
ターンテーブル３１の円筒部３１０などに緩く嵌められるリング形状のフレーム３２１Ｂ
を有する。また、フレーム３２１Ｂの外周部分からは、鋼球からなるディスク押し付け片
３２３Ｂと、これらのディスク押し付け片３２３Ｂを互いに独立して外側に付勢するゴム
製のＯリング３２４Ｂ（弾性変形部）とを有する。
【００３６】
図６（Ｃ）に示すディスク固定部材３２Ｃは、図２に示したロータアセンブリ５のうち、
ターンテーブル３１の円筒部３１０などに緩く嵌められるリング形状を有する樹脂成形体
である。また、ディスク固定部材３２Ｃは、外側に向けて扇形に張り出した枠部３２１Ｃ
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を有し、この枠部３２１Ｃの円弧状側面部３２４Ｃには、半球状のディスク押し付け部３
２３Ｃを有する。ここで、円弧状側面部３２４Ｃも樹脂であるので、この円弧状側面部３
２４Ｃは、ディスク押し付け部３２３Ｃが内側に引っ込むように弾性変形し、かつ、図２
に示したディスク調芯部材３２によって正確にセンター出しされたディスクＤの中央穴Ｄ
１の上側周縁Ｄ１２にディスク押し付け部３２３Ｃを弾性をもって当接させる弾性変形部
として機能する。
【００３７】
また、ディスク調芯部材３４は、ディスクＤの中心穴Ｄ１の下側周縁Ｄ１１が当接するテ
ーパ部分からなる調芯部を全周にわたって備えるリング形状を有している構成でもよい。
この場合には、ディスク調芯部材３４の加工時間を短縮でき、製造コストを低減できると
いう利点がある。
【００３８】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明のディスク回転駆動装置においては、ディスクをターンテー
ブル上に下ろしておくと、ターンテーブルから離間する方向に付勢されているディスク調
芯部材は、ディスクの中央穴の下側周縁に当接してディスクのセンター出しを行う。また
、ディスクをターンテーブル上に載置し終えたときには、ディスク押し付け部は、ディス
クの中央穴の上側周縁に弾性をもって当接し、ディスクをターンテーブル上に押し付け固
定する。すなわち、ディスク調芯部材は、ディスクのセンター出し、およびディスクのタ
ーンテーブル上での固定のうち、センター出しの方のみを担うので、センター出しに適し
た構造とすることができる。また、ディスクの中央穴において上側周縁と下側周縁とがず
れていても、ディスク調芯部材は、ディスクの中央穴の下側周縁を基準にディスクのセン
ター出しを確実に行う。従って、貼り合わせ基板で構成されたデジタルビデオディスクに
おいて、貼り合わせた２枚の基板の間で中央穴の位置がずれていても、ディスク調芯部材
は、ターンテーブルの側に位置する下側基板、すなわち、デジタルビデオディスクにおい
てピット情報が形成されている方の基板の中央穴の下側周縁を基準にディスクのセンター
出しを行う。それ故、本発明を適用したディスク回転駆動装置のチャッキング機構では、
デジタルビデオディスクからの情報再生、あるいは情報記録も確実に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明を適用したディスク回転駆動装置の平面図である。
【図２】図１のＩＩ－ＩＩ′線における概略断面図であり、（Ａ）はディスクをターンテ
ーブル上に載置する前の状態を示す断面図、（Ｂ）はディスクをターンテーブル上に載置
し終えた状態を示す断面図である。
【図３】図１および図２に示すディスク回転駆動装置に用いたディスク固定部材の斜視図
である。
【図４】（Ａ）は、デジタルビデオディスクの中央穴付近の断面図、（Ｂ）は、このデジ
タルビデオディスクを図１および図２に示すディスク回転駆動装置のターンテーブル上に
載置し終えた状態を示す断面図である。
【図５】（Ａ）は、本発明を適用した別のディスク回転駆動装置においてディスクをター
ンテーブル上に載置する前の状態を示す断面図、（Ｂ）はディスクをターンテーブル上に
載置し終えた状態を示す断面図、（Ｃ）は、このディスク回転駆動装置におけるディスク
調芯部材のテーパ部分とディスクとの当接部分を拡大して示す説明図である。
【図６】（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）はそれぞれ、図１および図２に示すディスク回転駆動装
置に使用可能な各種ディスク固定部材の斜視図である。
【図７】（Ａ）は、従来のディスク回転駆動装置のターンテーブル上にディスクを載置す
る前の状態を示す断面図、（Ｂ）は、従来のディスク回転駆動装置のターンテーブル上に
ディスクを載置し終えた後の状態を示す断面図である。
【符号の説明】
１　ディスク回転駆動装置
２　モータ本体
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３　チャッキング機構
３１　ターンテーブル
３２　ディスク固定部材
３２３　ディスク押し付け片（ディスク押し付け部）
３２４　コイルばね（弾性変形部）
３３　　蓋材
３４　　ディスク調芯部材
３４１　コイルばね
４　ステータアセンブリ
５　ロータアセンブリ
５２　モータの回転シャフト
Ｄ　ディスク
Ｄ１　ディスクの中央穴
Ｄ１０　ディスクの中央穴の内周面
Ｄ１１　ディスクの中央穴の下側周縁
Ｄ１２　ディスクの中央穴の上側周縁
ＤＡ　　デジタルビデオディスクの下側基板
ＤＢ　　デジタルビデオディスクの上側基板
ＤＡ１　デジタルビデオディスクの下側基板の中央穴
ＤＢ１　デジタルビデオディスクの上側基板の中央穴
ＤＡ１１　下側基板の中央穴の下側周縁
ＤＢ１２　上側基板の中央穴の上側周縁
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【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】
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